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中
国
研
究
集
刊

湯
浅
邦
弘
教
授
退
休
記
念
号
（
第
六
十
九
号
）

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
三
月

二
五
三

二
六
六
頁

―

西
周
の
三
川
と
河
南
の
三
川
と

井

上

了

は
じ
め
に

『
史
記
』
等
に
よ
れ
ば
、
幽
王
と
太
子
と
が
敗
死
し
て
陝
西
の
周
が
失
陥
し
た
後
、

（

）
。

幽
王
の
廃
太
子
だ
っ
た
宜
臼
が
陝
東
へ
逃
れ
て
周
の
王
位
を
主
張
し
た
と
い
う

平
王

ぎ
き
ゅ
う

「

」
、

「

」

、

幽
王
以
前
を

西
周

平
王
以
降
を

東
周

と
す
る
呼
称
が
後
世
に
は
定
着
し
た
が

東
周
王
朝
自
身
に
と
っ
て
、
自
ら
「
東
周
」
を
称
し
て
「
西
周
」
と
の
別
を
強
調
す
る

理
由
は
な
か
っ
た
は
ず
だ

。

（
注
１
）

「
西
周

・

東
周
」
と
は
本
来
、
平
王
東
遷
の
前
後
を
指
し
て
い
う
語
で
は
な
く
、

」
「

戦
国
期
に
分
立
し
た
二
つ
の
周
公
国
を
指
す
語
だ
っ
た
。
こ
れ
は
戦
国
史
の
分
野
で
は

常
識
に
属
す
る
事
柄
だ
が

『
国
語
』
周
語
は
幽
王
敗
滅
の
予
兆
と
し
て
「
幽
王
二
年
、

、

西
周
三
川
皆
震

」
を
い
う

「
西
周
」
を
東
遷
以
前
の
周
王
朝
あ
る
い
は
そ
の

。

。

（
注
２
）

、
、

時
代
を
指
し
て
い
う
用
法
は
、
魏
晋
頃
に
始
ま
り
南
北
朝
に
一
般
化
し
た
と
思
わ
れ
る

の
だ
が

『
国
語
』
周
語
は
、
幽
王
以
前
の
陝
西
を
「
西
周
」
と
呼
ん
だ
、
漢
代
以
前
で

、

は
事
実
上
唯
一
の
用
例
と
な
っ
て
い
る

。

（
注
３
）

本
稿
で
は
、
周
を
東
西
に
呼
び
分
け
た
先
秦
の
用
例
を
再
確
認
し

『
国
語
』
が
幽
王

、

敗
滅
の
予
兆
と
す
る
「
西
周
三
川
皆
震

」
の
意
味
を
検
討
し
た
い
。

。

平
王
の
「
王
城
」
か
ら
敬
王
の
「
成
周
」
へ
の
東
遷

幽
王
の
敗
滅
（
前
七
七
一
年
）
後
、
平
王
は
王
城
（
郟
鄏
か
）
へ
遷
り
、
平
王
か
ら

こ
う
じ
ょ
く

う
つ

景
王
（
在
位
前
五
四
五
～
前
五
二
〇
年
）
ま
で
の
十
二
代
、
二
世
紀
半
の
間
、
周
王
は

基
本
的
に
王
城
に
居
し
て
い
た
と
さ
れ
る

。

（
注
４
）

前
五
二
〇
年
（
魯
昭
公
二
十
二
年
）
に
景
王
が
崩
じ
る
と
子
の
王
子
猛
（
悼
王
）
が

立
て
ら
れ
た
と
い
う
が
、
悼
王
の
異
母
兄
と
さ
れ
る
王
子
朝
が
反
し
、
悼
王
を
倒
し
て

自
立
し
た

。
悼
王
の
同
母
弟
だ
と
い
う
王
子
丐
も
王
を
称
し
（
敬
王

、
二
人
の

（
注
５
）

）

か
い

周
王
が
並
び
立
つ
事
態
と
な
っ
た
が
、
前
五
一
六
年
（
魯
昭
公
二
十
六
年
）
後
半
に
は

晋
に
支
援
さ
れ
た
敬
王
の
優
勢
が
決
定
的
と
な
り
、
王
子
朝
ら
は
周
の
典
籍
を
奉
じ
て

楚
へ
出
奔
し
た
。
敬
王
は
い
っ
た
ん
王
城
へ
入
っ
た
が
、
王
子
朝
派
が
強
い
王
城
を
避

け
て
東
の
か
た
成
周
（
洛
邑
か
）
へ
遷
っ
た
と
い
う

。

（
注
６
）

う
つ
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河
南
の
「
西
周
」
と
鞏
の
「
東
周
」
と
の
分
立

敬
王
の
後
を
承
け
た
元
王
・
定
王
（
貞
定
王
）
も
引
き
続
き
成
周
に
都
し
て
い
た
と

さ
れ
る
が

、
定
王
の
崩
後
に
考
王
が
弟
を
河
南
（
旧
王
城
か
）
に
封
じ
た
。
そ

（
注
７
）

の
経
緯
に
つ
い
て
『
史
記
』
周
本
紀
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

二
十
八
年
、
定
王
崩
。
長
子
去
疾
立
。
是
為
哀
王
。
哀
王
立
三
月
、
弟
叔
襲
殺
哀

。

。

、

。

。

王
而
自
立

是
為
思
王

思
王
立
五
月

少
弟
嵬
攻
殺
思
王
而
自
立

是
為
考
王

考
王
封
其
弟
于
河
南
。
是
為
桓
公
。
以
続
周
公
之
官
職
。

…
…

定
王
の
崩
後
ま
ず
長
子
の
哀
王
が
立
っ
た
が
、
三
ヶ
月
後
に
弟
の
思
王
が
哀
王
を
襲

殺
し
て
自
立
し
、
五
ヶ
月
後
さ
ら
に
弟
の
考
王
が
思
王
を
攻
殺
し
て
自
立
し
た
。
考
王

の
下
に
も
さ
ら
に
弟
が
あ
っ
た
が
、
考
王
は
こ
の
弟
を
西
の
か
た
河
南
に
封
じ
て
「
周

公
の
官
職
」
を
継
が
せ
た
。
こ
れ
を
周
の
桓
公
と
呼
ぶ
。
四
兄
弟
に
よ
る
殺
し
合
い
は

三
弟
と
末
弟
と
に
よ
る
山
分
け
で
手
打
ち
と
な
っ
た
。
河
南
国
（
周
公
国
）
の
設
置
は

お
そ
ら
く
考
王
の
即
位
後
ま
も
な
く
の
前
四
四
〇
年
頃
（
三
晋
が
智
氏
を
滅
し
た
頃
）

だ
っ
た
ろ
う
。

周
本
紀
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
く
。

桓
公
卒
、
子
威
公
代
立
。
威
公
卒
、
子
恵
公
代
立
。
乃
封
其
少
子
於
鞏
以
奉
王
、

号
東
周
恵
公
。

、
、

周
威
公
が
卒
し
子
の
恵
公
が
立
つ
と

「
そ
の
少
子
」
が
鞏
に
封
じ
ら
れ
「
東
周
の
恵

、

き
ょ
う

公
」
と
さ
れ
た

。
こ
れ
は
前
三
六
七
年
の
こ
と
と
さ
れ
、
田
斉
の
諸
侯
公
認
や

（
注
８
）

晋
の
滅
亡
よ
り
や
や
後
、
商
鞅
変
法
の
や
や
前
に
あ
た
る
。
も
と
の
周
公
国
の
継
承
に

つ
い
て
『
史
記
』
は
記
さ
な
い
が

『
史
記
索
隠
』
に
よ
る
と
、
も
と
の
恵
公
の
長
子
が

、

「
西
周
公
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
王
室
か
ら
分
立
し
た
周
公
国
は
、
河
南

の
西
周
公
と
鞏
の
東
周
公
へ
と
さ
ら
に
分
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
降
の
東
西
周

『

』

『

』

。

の
世
系
等
に
つ
い
て

史
記

や

戦
国
策

等
は
ほ
と
ん
ど
何
も
記
さ
な
い
（

）

注
９

、

（

）

周
王
は
は
じ
め
東
周
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
が

王
赧

在
位
前
三
一
四
～
前
二
五
六

た
ん

の
時
に
西
周
へ
鞍
替
え
し
た
ら
し
い

。
だ
が
西
周
は
前
二
五
六
年
に
秦
昭
王
に

（
注

）
10

よ
り
滅
さ
れ
て
周
の
民
は
東
へ
亡
れ

、
さ
ら
に
前
二
四
九
年
に
は
呂
不
韋
が
東

（
注

）

の
が

11

周
を
滅
ぼ
し
た
と
い
う

。

（
注

）
12

戦
国
後
期
に
は
、
周
王
の
他
に
河
南
（
旧
王
城
か
）
の
西
周
と
鞏
の
東
周
と
が
並
存

し
て
お
り

「
西
周

・

東
周
」
は
東
西
の
周
公
国
を
指
す
語
で
あ
っ
た

『
戦
国
策
』

、

」
「

。

に
は
「
東
周
与
西
周
戦

「
東
周
与
西
周
争
」
と
い
っ
た
篇
が
多
く
収
め
ら
れ
て
お
り
、

」

『
韓
非
子
』
や
『
呂
氏
春
秋
』
に
も
「
東
周
」
の
名
は
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て

東
周
公
国
を
指
し
て
お
り

「
東
遷
後
の
周
王
朝
」
の
意
味
で
「
東
周
」
を
用
い
た
例
は

、

漢
代
以
前
に
は
見
出
せ
な
い
。

後
代
に
お
け
る
「
東
周

・

西
周
」
の
用
法

」
「

後
漢
末
に
至
っ
て
も

「
東
周

・

西
周
」
の
語
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
「
東
西
に

、

」
「

分
裂
し
た
周
公
国
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

応
邵
『
漢
官
儀
』
曰
、
河
南
尹
、
所
治
周
地
也
。
洛
陽
、
本
成
周
。
周
之
衰
微
、

分
為
東
西
周
。
秦
兼
天
下
、
置
三
川
、
洛
・
河
・
伊
也
。
漢
更
名
河
南

（

太
平

。
『

、
、
、

（
注

）

御
覧
』
職
官
部
五
十
・
尹
）

13
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と
こ
ろ
で

『
詩
』
王
風
・
黍
離
の
序
に

、

黍
離
、
閔
宗
周
也
。
周
大
夫
行
役
至
于
宗
周
、
過
故
宗
廟
、
宮
室
尽
為
禾
黍
。
閔

、
、

、

、
、

周
室
之
顛
覆
、
彷
徨
不
忍
去
、
而
作
是
詩
也
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
の
鄭
箋
は

「
宗
周

、
鎬
京
也
、
謂
之
西
周

「
周

、
王
城
也
、
謂
之
東
周
。

」

。

」

、
、

、
、

と
い
う
。
す
な
わ
ち
鄭
玄
は
、
東
西
の
周
公
国
を
で
は
な
く
、
宗
周
・
鎬
京
の
故
地
を

西
周

河
南
の
王
城
を

東
周

と
呼
ん
で
い
る

だ
が
こ
れ
は
東
遷
後
の
鎬
京

の

「

」
、

「

」

。

（

遺
跡
）
や
王
城
に
対
す
る
い
わ
ば
地
名
呼
称
で
、
王
朝
名
や
時
代
名
と
し
て
「
西
周

・」

「
東
周
」
を
用
い
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

「
東
遷
前
の
周
王
朝

・

東
遷
後
の
周
王
朝
」
と
い
う
時
間
的
な
意
味
で
「
西
周

・

」
「

」

「
東
周
」
を
用
い
た
例
は
、
杜
預
『
春
秋
経
伝
集
解
』
の
序

、

『

』

。

、

、

。

、

曰

然
則

春
秋

何
始
於
魯
隠
公

答
曰

周
平
王

東
周
之
始
王
也

隠
公

、
、

、
、

譲
国
之
賢
君
也
。
考
乎
其
時
則
相
接
、
言
乎
其
位
則
列
国
、
本
乎
其
始
則
周
公
之

祚
胤
也
。
若
平
王
能
祈
天
永
命
、
紹
開
中
興
。
隠
公
能
弘
宣
祖
業
、
光
啓
王
室
。

、

。

、

、

、

則
西
周
之
美
可
尋

文
武
之
迹
不
墜

是
故
因
其
暦
数

附
其
行
事

采
周
之
旧

、
、

以
会
成
王
義
、
垂
法
将
来
。
所
書
之
王
、
即
平
王
也
。
所
用
之
歴
、
即
周
正
也
。

所
称
之
公
、
即
魯
隠
公
也
。
安
在
其
黜
周
而
王
魯
乎

（

文
選
』
杜
元
凱
「
春
秋

。
『

左
氏
伝
序

）」

翰
曰

「
西
周
」
謂
平
王
未
東
遷
時

（
六
臣
注
）

、

。
、

、

、

「

」

。

、

、

遷
居
洛
邑

平
王
為
首

是

始
王

也

成
王
雖
暫
至
洛
邑

還
帰
鎬
京

…
…

為
「
西
周

。
平
王
始
居
東
周
、
故
云
「
東
周
之
始
王
」
也

（
孔
疏
）

」

。

あ
た
り
が
最
古
と
思
わ
れ
る

。
杜
預
は
平
王
を
「
中
興
」
の
王
だ
と
す
る
が
、

（
注

）
14

平
王
を
「
東
周
の
始
王
」
と
呼
ん
で
お
り

「
東
周
」
を
一
個
の
王
朝
あ
る
い
は
時
代
と

、

、

。

「

」
「

」

、

見
な
し
て
い
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う

杜
預
に
お
け
る

西
周

・

東
周

の
用
法
は

あ
る
い
は
周
語
が
陝
西
を
「
西
周
」
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
着
想
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な

い

「
左
伝
癖
」
を
自
認
す
る
杜
預
は
『
国
語
』
を
も
読
み
込
ん
で
い
た
は
ず
で
、
実
際

。
杜
注
は
『
国
語
』
を
引
い
て
も
い
る

。
そ
の
由
来
は
と
も
か
く
、
杜
預
以
降
に

（
注

）
15

は

「
西
周

・

東
周
」
は
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
に
「
幽
王
以
前
の
周

・

平
王
以
降

、

」
「

」
「

の
周
」
の
意
で
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

、

、

。

、

。

、

。

案

道
経
之
作

著
自
西
周

仏
経
之
来

始
乎
東
漢

年
踰
八
百

代
懸
数
十

、
、

（

南
斉
書
』
高
逸
列
伝
・

南
史
』
隠
逸
伝
上
引
顧
歓
「
夷
夏
論

）

『

『

」

昔
東
周
既
遷
、
鎬
京
遂
其
不
復
。
長
安
一
乱
、
郟
・
洛
永
以
為
居
。
夏
后
以
万
国

、
、

朝
諸
侯
、
文
王
以
六
州
匡
天
下

（

梁
書
』
元
帝
紀
・

南
史
』
梁
本
紀
下
引
大
宝

。
『

『

三
年
三
月
己
丑
王
僧
弁
等
奉
表
）

こ
れ
ら
南
北
朝
の
用
例
に
お
い
て
は

「
西
周

・

東
周
」
が
東
西
に
分
裂
し
た
周
公
国

、

」
「

を
指
す
語
だ
と
い
う
意
識
は
す
で
に
薄
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

『
国
語
』
に
お
け
る
「
西
周
」

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に

『
国
語
』
周
語
上
は
「
幽
王
二
年
、
西
周
三
川

、

皆
震

」
と
い
う
地
異
を
載
せ
る

『
国
語
』
は
こ
の
後
に
、
伯
陽
父
な
る
人
物
の
「
周

。

。

将
亡
矣

」
と
い
う
予
言
と
「
夫
天
地
之
気
、
不
失
其
序
。
若
過
其
序
、
民
乱
之
也
。
陽

。
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伏
而
不
能
出
、
陰
迫
而
不
能
烝
、
於
是
有
地
震
。
今
三
川
実
震
、
是
陽
失
其
所
而
鎮
陰

也
。
陽
失
而
在
陰
、
川
源
必
塞
。
源
塞
、
国
必
亡
。

昔
伊
洛
竭
而
夏
亡
、
河
竭
而

…
…

商
亡
。
今
周
徳
若
二
代
之
季
矣
、
其
川
源
又
塞
、
塞
必
竭
。
夫
国
必
依
山
川
、
山
崩
川

竭
、
亡
之
徴
也
。
川
竭
、
山
必
崩
。
若
国
亡
不
過
十
年
、
数
之
紀
也
。
夫
天
之
所
棄
、

。
」

、「

、

、

。

、

不
過
其
紀

と
い
う
長
文
の
解
説
を
続
け

是
歳
也

三
川
竭

岐
山
崩

十
一
年

幽
王
乃
滅
、
周
乃
東
遷

」
と
い
う
結
末
を
述
べ
る

『
史
記
』
周
本
紀
等
に
見

。

。

（
注

）
16

え
る
類
似
の
文
は
い
ず
れ
も
『
国
語
』
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
、
幽
王
敗
滅
以
前

の
周
王
朝
あ
る
い
は
宗
周
・
鎬
京
の
地
を
「
西
周
」
と
呼
ん
だ
用
例
は
、
前
漢
以
前
で

は
『
国
語
』
周
語
上
が
事
実
上
唯
一
と
な
る

。
な
お

『
史
記
』
周
本
紀
は
『
国

（
注

）

、

17

語
』
を
踏
ま
え
て
「
幽
王
二
年
、
西
周
三
川
皆
震

」
と
し
て
お
り

『
国
語
』
の
「
西

。

、

」

（

「

」

「

」

、

）

周

を
後
人
の
修
文

た
と
え
ば
劉
向
あ
た
り
が

周

を

西
周

と
改
め
た

等

と
み
る
こ
と
も
困
難
だ
。

韋
昭
『
国
語
注
』
は
「
西
周
三
川
皆
震

」
に
つ
い
て
「
西
周
、
謂
鎬
京
也
。
幽
王
在

。

焉
。
邠
岐
之
所
近
也
。
三
川
、
涇
・
渭
・
洛
。
出
於
岐
山
也
。
震
、
動
也
。
地
震
、
故

三
川
亦
動
也
、
川
竭
也

」
と
し

「
周
乃
東
遷

」
に
つ
い
て
は
「
東
遷
、
謂
平
王
遷
於

。

、

。

洛
汭
也

」
と
い
う
。
つ
ま
り
韋
昭
は
鄭
玄
と
同
様
に

『
国
語
』
の
「
西
周
」
を
時
代

。

、

呼
称
で
は
な
く
地
名
だ
と
す
る

『
国
語
』
の
「
西
周
三
川
」
を
「
東
遷
以
前
の
三
川
」

。

と
い
う
時
代
を
冠
し
た
地
名
と
解
す
る
の
は
た
し
か
に
不
自
然
で
、
こ
れ
は
「
鎬
京
の

」
「

」

。

三
川

・

陝
西
地
方
の
三
川

と
い
う
場
所
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
す
べ
き
だ
ろ
う

『
史
記
正
義
』
も
周
本
紀
の
「
幽
王
二
年
、
西
周
三
川
皆
震

」
を
「
此
時
以
王
城
為
東

。

周
、
鎬
京
為
西
周

」
と
す
る
が

「
西
周
」
が
陝
西
を
指
す
地
名
だ
と
し
て
も
、
東
遷

。

、

以
前
を
指
す
時
代
呼
称
だ
と
し
て
も
、
幽
王
の
居
所
を
わ
ざ
わ
ざ
「
西
周
の
三
川
」
と

、

い
う
必
要
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
も
そ
も
陝
西
地
方
あ
る
い
は
鎬
京
や
宗
周
を
「
西
周
」

と
称
し
た
先
秦
の
用
例
は
他
に
な
く
、
陝
西
に
「
三
川
」
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
痕
跡

も
『
国
語
』
や
こ
れ
を
踏
ま
え
た
『
史
記
』
等
以
外
に
は
見
出
せ
な
い
。

王
子
朝
の
乱
に
お
け
る
「
西
王
」
と
「
東
王
」
と

と
こ
ろ
で
、
周
公
国
の
東
西
分
立
よ
り
前
に
も
、
周
を
東
西
に
呼
び
分
け
た
用
法
は

実
は
存
在
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

、

（

）

、

上
に
見
た
よ
う
に

魯
昭
公
二
十
二
年

前
五
二
〇
年

に
王
子
朝
が
周
王
と
な
り

異
母
弟
の
王
子
丐
も
周
王
を
称
し
て
争
っ
た
。
こ
の
対
立
の
渦
中

『
左
伝
』
の
昭
公
二

、

十
三
年
（
前
五
一
九
年
）
に
「
八
月
丁
酉
、
南
宮
極
震

」
と
あ
る
。
王
子
朝
の
卿
士
で

。

あ
っ
た
南
宮
極
が
震
死
し
た
と
い
う
記
事
だ
が
、
こ
れ
を
承
け
て
王
子
丐
側
の
萇
弘
が

「
周
之
亡
也
、
其
三
川
皆
震
。
今
西
王
之
大
臣
亦
震
。
天
棄
之
矣
。
東
王
必
大
克

」
と

。

、
、

、
、

判
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
萇
弘
は
、
王
城
に
拠
る
王
子
朝
を
「
西
王

、
劉
に
拠
る
王
子
丐

」

を
「
東
王
」
と
呼
ん
で
お
り
、
西
王
側
の
大
臣
で
あ
っ
た
南
宮
極
の
震
死
を
「
周
之
亡

、

。
」

「

」

也

其
三
川
皆
震

と
い
う
伝
承
と
重
ね
て

天
が
西
王
を
見
捨
て
東
王
を
支
持
し
た

と
判
じ
た
こ
と
と
な
る

。

（
注

）
18

『
国
語
』
や
『
左
伝
』
の
い
う
時
系
列
を
信
じ
れ
ば

『
国
語
』
が
伝
え
る
幽
王
時
の

、

「
西
周
三
川
皆
震

」
と
い
う
故
事
が
先
に
あ
り
、
こ
れ
を
承
け
て
春
秋
末
期
の
萇
弘
が

。

、
、

「
周
之
亡
也
、
其
三
川
皆
震
。
今
西
王
之
大
臣
亦
震
。
天
棄
之
矣

」
と
判
じ
た
こ
と
に

。

、
、

な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
文
章
に
は
様
々
な
意
味
で
問
題
が
あ
る
。

ま
ず

『
国
語
』
の
「
西
周
三
川
」
と
い
う
文
言
が
そ
も
そ
も
不
審
で
あ
る
。
繰
り
返

、

、「

」
「

」

、

し
述
べ
て
い
る
よ
う
に

西
周

・

東
周

は
戦
国
期
の
周
公
国
に
つ
い
て
言
う
語
で

こ
れ
を
幽
王
以
前
あ
る
い
は
陝
西
に
つ
い
て
用
い
る
例
は
後
漢
以
降
に
降
る
。

ま
た

『
左
伝
』
の
「
周
之
亡
也
、
其
三
川
皆
震

」
が
幽
王
の
故
事
と
し
て
伝
承
さ

、

。

、

「

」

、

れ
て
き
た
も
の
で
あ
れ
ば

こ
れ
は

周

全
体
に
と
っ
て
忌
む
べ
き
過
去
の
は
ず
で

こ
れ
を
吉
兆
と
す
る
萇
弘
の
占
断
に
は
無
理
が
あ
る
。
も
し
南
宮
極
の
震
死
を
「
周
之

亡
也
、
其
三
川
皆
震

」
と
重
ね
る
な
ら
、
自
分
た
ち
が
奉
じ
る
王
子
丐
で
は
な
く
、
南

。
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宮
極
ら
が
奉
じ
る
王
子
朝
を
正
統
の
周
王
と
認
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

。

（
注

）
19

『

』

「

、

。
」

「

、

。
」

杜
注
は

左
伝

の

八
月
丁
酉

南
宮
極
震

を
経
文
の

八
月
乙
未

地
震

、

、

、

。

と
関
連
付
け

地
震
で
倒
壊
し
た
建
物
の
下
敷
き
と
な
っ
て
南
宮
極
が
死
ん
だ
と
す
る

だ
が
経
文
の
「
乙
未
、
地
震

」
と
伝
文
の
「
丁
酉
、
南
宮
極
震

」
と
の
間
に
は
二
日

。

。

の
差
が
あ
り
、
孔
疏
の
「
周
魯
相
去
千
里
、
故
震
日
不
同

」
と
い
う
説
明
も
成
り
立
ち

。

が
た
い

。
そ
も
そ
も
地
震
と
は
一
定
の
地
域
・
範
囲
で
起
こ
る
も
の
で
、
た
と

（
注

）
20

え
死
者
が
一
名
だ
っ
た
と
し
て
も
、
個
人
名
を
掲
げ
た
「
南
宮
極
震

」
と
い
う
書
法
は

。

不
自
然
だ
。
こ
れ
は
む
し
ろ
落
雷
に
よ
る
震
死
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う

。

（
注

）
21

「
南
宮
極
震
」
の
「
震
」
を
地
震
と
解
す
れ
ば
、
地
震
が
個
人
を
襲
っ
た
と
い
う
不

自
然
な
読
解
に
陥
る
。
だ
が

「
西
周
三
川
皆
震
」
の
「
震
」
を
落
雷
だ
と
解
す
れ
ば
、

、

三
川
全
体
と
い
っ
た
広
域
に
落
雷
の
被
害
が
及
ん
だ
と
い
う
や
は
り
不
自
然
な
読
解
に

陥
る

「
南
宮
極
震
」
の
「
震
」
と
「
西
周
三
川
皆
震
」
の
「
震
」
と
は
本
来
は

（
注

）
。

22

別
物
で
、
南
宮
極
の
震
死
と
三
川
の
地
震
と
を
重
ね
る
萇
弘
の
発
言
は

「
震
」
と
い
う

、

文
字
の
一
致
に
牽
か
れ
た
後
人
の
作
文
か
と
疑
わ
れ
る
。

河
南
の
「
三
川
」

『
左
伝
』
の
「
周
之
亡
也
、
其
三
川
皆
震

」
に
つ
い
て
、
杜
注
は
、
韋
昭
と
同
様
に

。

「
三
川
、
涇
・
渭
・
洛
水
也

」
と
い
う
。
だ
が
「
三
川
」
と
は
通
常
、
陝
西
の
涇
水
・

。

渭
水
・
洛
水
の
三
つ
の
河
川
で
は
な
く
、
伊
水
・
洛
水
・
黄
河
が
流
れ
る
河
南
の
地
、

秦
代
の
三
川
郡
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
語
だ
ろ
う

。

（
注

）
23

平
王
が
都
し
二
周
が
分
立
し
た
三
川
の
地
は

現
在
で
は
伊
洛
盆
地

伊
洛
河
盆
地
・

、

（

洛
陽
盆
地
と
も
）
と
呼
ば
れ
る
。
中
原
（
華
北
平
原
）
と
関
中
（
渭
水
盆
地
）
と
は
黄

土
高
原
や
太
行
山
脈
に
よ
り
隔
て
ら
れ
て
い
る
が
、
伊
洛
盆
地
は
華
北
平
原
の
西
端
、

太
行
山
脈
の
南
、
秦
嶺
山
脈
の
北
に
あ
っ
て
、
中
原
と
函
谷
関
と
を
つ
な
ぐ
狭
い
回
廊

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
献
公
期
に
東
方
進
出
を
再
開
し
た
秦
に
と
っ
て
も
重
要
な

ル
ー
ト
で
、
秦
の
武
王
（
在
位
前
三
一
〇
～
前
三
〇
七
）
は
、
三
川
を
確
保
で
き
れ
ば

「
死
し
て
恨
み
ず
」
と
ま
で
述
べ
た
と
い
う

。

（
注

）
24

武
王
の
悲
願
は
荘
襄
王
元
年
（
前
二
四
九
年
）
に
達
成
さ
れ
、
秦
は
韓
か
ら
成
皋
・

せ
い
こ
う

滎
陽
（
あ
る
い
は
鞏
）
を
奪
っ
て
三
川
郡
を
置
い
た
。
こ
れ
ら
の
城
邑
は
伊
洛
盆
地
の

け
い
よ
う

東
端
、
中
原
へ
の
出
口
に
あ
た
り
、
秦
は
こ
の
回
廊
全
体
を
確
保
し
た
上
で
三
川
郡
を

。

、

（

、

置
い
た
こ
と
と
な
る

こ
の
功
労
者
は
呂
不
韋
と
さ
れ

秦
末
に
は
李
由

李
斯
の
子

始
皇
の
女
婿
）
が
三
川
郡
守
に
任
じ
ら
れ
た
。
三
川
の
重
要
性
が
窺
え
よ
う

。

（
注

）
25

だ
が
滅
秦
の
後
、
項
羽
は
こ
の
地
に
河
南
王
申
陽
を
立
て
、
劉
邦
は
河
南
国
を
廃
し
て

河
南
郡
を
置
い
た
。
郡
名
と
し
て
の
「
三
川
」
は
秦
帝
国
と
と
も
に
消
滅
し
た
の
だ
。

戦
国
後
期
の
人
に
と
っ
て

「
周
の
三
川
」
と
は
、
伊
洛
盆
地
に
あ
っ
た
周
の
王
畿
、

、

秦
の
攻
勢
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
両
周
の
地
を
当
然
に
指
し
た
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
『
左

伝
』
や
戦
国
諸
子
等
は
幽
王
敗
滅
の
史
実
を
認
識
し
て
お
り

「
周
の
滅
亡
」
を
過
去
の

、

こ
と
と
し
て
言
う

。
だ
が
戦
国
後
期
に
「
周
之
亡
也
、
其
三
川
皆
震

」
と
い
う

（
注

）

。

26

伝
承
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
数
百
年
前
に
幽
王
が
滅
び
た
際
、
陝
西
の
三
川

が
震
え
た
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
当
時
の
人
々
の
多
く
は
、
周
の

王
畿
が
陝
西
だ
っ
た
と
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
孟
子
』
離
婁
下

に
「
文
王
生
於
岐
周
、
卒
於
畢
郢
。
西
夷
之
人
也

」
と
あ
り
、
陝
西
を
王
畿
で
は
な
く

。

「
西
夷
」
と
み
な
す
。
ま
た
梁
恵
王
下
の
「
書
曰
、
湯
一
征
、
自
葛
始
、
天
下
信
之
。

東
面
而
征
、
西
夷
怨
。
南
面
而
征
、
北
狄
怨
。
曰
、
奚
為
後
我

」
も
（
殷
の
版
図
を
前

。

提
と
し
て
だ
が
）
河
南
を
中
央
と
み
て
「
西
夷

・

北
狄
」
の
語
を
用
い
た
も
の
だ
ろ

」
「

う
。
さ
ら
に
た
と
え
ば
『
史
記
』
周
本
紀
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

太
史
公
曰
、
学
者
皆
称
「
周
伐
紂
、
居
洛
邑

」
綜
其
実
不
然
。
武
王
営
之
、
成
王

。

使
召
公
卜
居
、
居
九
鼎
焉
、
而
周
復
都
豊
・
鎬
。
至
犬
戎
敗
幽
王
、
周
乃
東
徙
于
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（
注

）

洛
邑
。

27

漢
初
の
「
学
者
」
ら
は
、
周
が
伐
殷
後
そ
の
ま
ま
洛
邑
に
居
し
た
も
の
と
思
い
込
ん
で

い
た
ら
し
い
。
現
に
、
高
祖
へ
長
安
奠
都
の
利
を
説
い
た
婁
敬
は

、

。

、

、

、

周
之
先
自
后
稷

堯
封
之
邰

積
徳
累
善
十
有
余
世

遂
滅
殷

成
王
即
位

…
…

。

、

。

、

周
公
之
属
傅
相
焉

乃
営
成
周
洛
邑

以
此
為
天
下
之
中
也

諸
侯
四
方
納
貢
職

道
里
均
矣
。

及
周
之
衰
也
、
分
而
為
両
、
天
下
莫
朝
、
周
不
能
制
也

（

史

…
…

。
『

記
』
劉
敬
叔
孫
通
列
伝
）

と
述
べ
て
い
る
。
婁
敬
は
、
周
が
滅
殷
後
そ
の
ま
ま
河
南
に
都
し
て
天
下
を
支
配
し
、

や
が
て
衰
え
て
東
西
に
分
裂
し
た
と
思
っ
て
い
た
よ
う
だ

『
史
記
』
自
身
も

。

、

、

。

、

、

昔
唐
人
都
河
東

殷
人
都
河
内

周
人
都
河
南

夫
三
河
在
天
下
之
中

若
鼎
足

王
者
所
更
居
也

（

史
記
』
貨
殖
列
伝
）

、
『

と
、
周
が
「
天
下
の
中
」
で
あ
る
河
南
に
都
を
置
き
王
者
と
し
て
君
臨
し
た
と
い
う
。

周
は
五
百
年
に
わ
た
っ
て
伊
洛
の
地
に
あ
り
、
人
々
は
東
遷
の
歴
史
を
忘
れ
て
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
太
史
公
は
「
周
は
伐
殷
後
に
洛
邑
を
造
営
し
て
九
鼎
を
置
い
た
が
、
ま
た

陝
西
に
都
し
た

「
幽
王
の
敗
滅
後
に
周
は
洛
邑
へ
徙
っ
た
」
と
わ
ざ
わ
ざ
指
摘
す
る

」
、

う
つ

必
要
が
あ
っ
た
の
だ

。

（
注

）
28

三
川
は
、
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
周
の
王
畿
で
あ
り
、
韓
・
秦
・
楚
の
重
要
な
係
争

地
で
あ
っ
た
。
周
の
最
後
の
王
と
な
っ
た
王
赧
は
、
三
川
の
地
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を

楚
と
の
交
渉
の
切
り
札
と
し
て
い
る

。
当
時
「
周
之
亡
也
、
其
三
川
皆
震

」
と

（
注

）

。

29

い
う
俗
説
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
い
ず
れ
周
が
滅
び
る
際
に
は
、
伊
洛
の
三

川
の
地
が
震
え
る
」
と
い
う
露
骨
で
直
接
的
な
予
言
で
あ
っ
た
ろ
う

『
史
記
』

（
注

）
。

30

周
本
紀
に
は

威
烈
王
二
十
三
年

九
鼎
震

命
韓
・
魏
・
趙
為
諸
侯

と
あ
っ
て

三

「

、

。

。
」

「

、

川
震
」
と
の
類
似
が
注
意
さ
れ

『
戦
国
策
』
秦
策
や
『
史
記
』
張
儀
列
伝
に
は
「
周
自

、

、

知
失
九
鼎
、
韓
自
知
亡
三
川

」
と
い
う
対
句
も
見
え
る

「
三
川
震
」
は
「
九
鼎
震
」

。

。

、
、
、

、
、
、

と
同
様
、
西
周
幽
王
で
は
な
く
東
周
王
朝
の
衰
亡
を
示
す
表
現
だ
っ
た
。

『

』

、「

、

。
」

（
「

」

左
伝

は

周
之
亡
也

其
三
川
皆
震

と
い
う
戦
国
後
期
の
俚
諺
を

三
川

を
め
ぐ
る
政
治
状
況
が
ま
っ
た
く
異
な
る
）
春
秋
後
期
の
王
子
朝
の
乱
に
当
て
は
め
て

萇
弘
の
発
言
を
作
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
周
が
亡
び
る
際
に
震
え
る
と
い
う
「
三

ほ
ろ

川
」
と
は
、
陝
西
で
は
な
く
伊
洛
盆
地
の
三
川
の
地
だ
っ
た
と
考
え
た
い
。

『
詩
』
十
月
之
交
の
「
百
川

・

震
電
」

」
「

は
る
か
に
遡
っ
て

『
詩
』
小
雅
の
十
月
之
交
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

、

十
月
之
交
、
朔
日
辛
卯
。
日
有
食
之
、
亦
孔
之
醜
。

彼
月
而
微
、
此
日
而
微
。
今
此
下
民
、
亦
孔
之
哀
。

日
月
告
凶
、
不
用
其
行
。
四
国
無
政
、
不
用
其
良
。

彼
月
而
食
、
則
維
其
常
。
此
日
而
食
、
于
何
不
臧
。

㷸
㷸
震
電
、
不
寧
不
令
。
百
川
沸
騰
、
山
冢
崒
崩
。

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

高
岸
為
谷
、
深
谷
為
陵
。
哀
今
之
人
、
胡
憯
莫
懲

（

毛
詩
』
十
月
之
交
）

。
『

詩
序
は
十
月
之
交
を
「
大
夫
刺
幽
王
也
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
西
周
の
幽
王
期
に

起
き
た
災
害
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い

。
も
ち
ろ
ん
十
月
之
交
は
、
悪
政
を
譏
り

（
注

）

そ
し

31

下
民
の
窮
状
を
訴
え
る
詩
で
、
自
然
現
象
の
忠
実
な
記
録
を
志
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
ろ
ざ

幽
王
期
に
「
日
有
食
之
」
と
い
う
天
変
と
「
百
川
沸
騰

・

山
冢
崒
崩
」
等
の
地
異
が

」
「
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た
ま
た
ま
連
続
し
て
生
じ
た
と
も
思
え
な
い
が

『
国
語
』
は
こ
れ
ら
の
地
異
を

（
注

）
、

32

幽
王
期
の
史
実
と
考
え
て
『
左
伝
』
の
「
周
之
亡
也
、
其
三
川
皆
震

」
に
結
び
つ
け
た

。

。

「

」（

）

「

」（

）

、

と
思
わ
れ
る

も
ち
ろ
ん
河
川
の

沸
騰

洪
水

と

竭

渇
水

と
は
異
な
り

「
百
川
」
と
「
三
川
」
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
『
詩
』
の
「
㷸
㷸
震
電
」
や

「
百
川
沸
騰
」
は
幽
王
の
悪
政
を
象
徴
す
る
表
現
で

『
左
伝
』
の
「
周
之
亡
也
、
其
三

、

川
皆
震

」
は
戦
国
後
期
の
伊
洛
盆
地
の
重
要
性
を
強
調
す
る
俗
諺
だ
っ
た
。
本
来
こ
れ

。

ら
は
無
関
係
だ
っ
た
が

『
国
語
』
は
「
百
川
」
と
「
三
川
」
な
ど
の
表
面
的
な
類
似
に

、

よ
っ
て
こ
れ
ら
を
結
び
つ
け
た
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

『
左
伝
』
が
「
西
王
の
敗
北
」

、

、
、

を
予
言
し
た
「
周
之
亡
也
、
其
三
川
皆
震

」
を
、
伊
洛
で
は
な
く
陝
西
の
周
の
滅
亡
を

。

、

予
言
す
る
も
の
と
し
て
幽
王
の
記
事
に
嵌
め
込
む
た
め
に

『
詩
』
の
「
百
川
沸
騰
、
山

、

、
、

冢
崒
崩
」
や
「
㷸
㷸
震
電
」
を
踏
ま
え
て
「
幽
王
二
年
、
西
周
三
川
皆
震

」
を
作
文
し

。

、

、
、

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
王
子
朝
ま
で
の
周
都
だ
っ
た
王
城
を
「
西
周

、
敬
王
以
降

」

に
周
都
と
な
っ
た
成
周
を
「
東
周
」
と
す
る
戦
国
後
期
の
用
語
を
前
提
と
し
た
も
の
と

な
る
だ
ろ
う

『
国
語
』
の
「
西
周
三
川
」
を
戦
国
期
の
認
識
か
ら
切
り
離
し
て

（
注

）
。

33

東
遷
以
前
の
陝
西
に
「
三
川
」
と
い
う
地
名
が
実
在
し
た
と
す
る
の
は
不
自
然
だ
が
、

な
ま
じ
幽
王
敗
滅
の
歴
史
を
知
っ
て
い
た
『
国
語
』
は

「
周
之
亡
」
を
幽
王
敗
滅
だ
と

、

解
し
て
陝
西
に
も
「
三
川
」
が
あ
っ
た
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
「
幽
王
二
年
」
の
年
次
も

地
震
か
ら
幽
王
の
敗
滅
ま
で
を
「
不
過
十
年
」
と
す
る
た
め
に
『
国
語
』
が
創
出
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
『
詩
』
に
お
い
て
は
、
幽
王
の
悪
政
が
原
因
で
、
日
食
や
山
川
の
崩
沸
は

。

『

』

、

そ
の
応
験
と
し
て
の
災
害
だ
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

い
っ
ぽ
う

左
伝

は

「
三
川
皆
震
」
を
単
な
る
予
兆
だ
と
し
、
そ
れ
自
体
を
災
害
だ
と
は
見
な
し
て
い
な
い

よ
う
だ

『
国
語
』
は
、
幽
王
二
年
の
「
西
周
三
川
皆
震

」
と
い
う
一
つ
の
予
兆
に
対

。

。

し
、
同
年
の
「
三
川
竭
、
岐
山
崩

」
と
十
一
年
の
「
幽
王
乃
滅
、
周
乃
東
遷

」
と
い

。

。

う
二
つ
の
応
験
を
与
え
る
が
、
地
震
と
直
後
の
山
崩
れ
と
は
一
連
の
も
の
と
解
す
べ
き

で
、
地
震
を
予
兆
、
山
崩
れ
を
応
験
と
す
る
の
は
不
自
然
だ
。
一
つ
の
予
兆
に
対
し
て

二
つ
の
応
験
が
起
き
た
と
す
る
『
国
語
』
の
不
自
然
な
構
成
は

『
詩
』
と
『
左
伝
』
と

、

を
無
理
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
こ
と
に
起
因
す
る
か
。

な
お
参
考
ま
で
に

『
国
語
』
に
は
こ
れ
以
外
に
も
、
文
字
の
類
似
に
よ
っ
て
説
話
を

、

創
作
し
た
と
思
し
き
例
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
周
の
景
王
が
銅
銭
を
改
鋳
し
よ
う

と
し
て
単
穆
公
に
諌
め
ら
れ
た
と
い
う
説
話
が
周
語
下
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
本
来
、

君
主
が
大
鐘
を
鋳
て
（
鋳
よ
う
と
し
て
）
臣
下
に
諌
め
ら
れ
る
と
い
う
類
型
的
な
説
話

（

慎
子

・

曹
沫
之
陳

・

荘
王
既
成
』
等
に
見
え
る
）
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

『

』
『

』
『

『
史
記
』
循
吏
列
伝
に
は
、
楚
荘
王
が
貨
幣
の
軽
さ
を
憂
え
て
こ
れ
を
重
く
し
、
叔
孫

敖
が
諌
め
て
撤
回
さ
せ
た
説
話
も
見
え
る

『
国
語
』
は
「
鋳
大
鐘
」
と
「
鋳
大
銭
」
と

。

、

、

の
連
想
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
結
合
し
、
大
銭
へ
の
統
一
に
反
対
す
る
主
張
を
単
穆
公
に

述
べ
さ
せ
た
も
の
だ
ろ
う

。
こ
れ
は
、
先
秦
に
成
立
し
て
い
た
説
話
を
漢
代
の

（
注

）
34

語
彙
や
表
現
で
書
き
改
め
た
も
の
で
は
な
く
、
主
題
そ
の
も
の
が
漢
代
に
属
す
、
全
く

新
し
い
説
話
と
な
る

『
国
語
』
の
完
成
の
新
し
さ
が
窺
え
よ
う
。

。

ま
と
め

以
上
の
推
論
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

①

戦
国
後
期
に
は
、
三
川
の
地
（
伊
洛
盆
地
）
に
「
西
周
」
と
「
東
周
」
と
が
分

立
し
て
お
り

「
周
が
滅
び
る
際
に
は
三
川
が
震
え
る

・

九
鼎
が
震
え
る
」
と
の

、

」
「

俗
諺
も
行
わ
れ
て
い
た
。

②

戦
国
後
期
に
は
ま
た
「
春
秋
末
期
の
王
子
朝
の
乱
の
際
に
、
王
子
朝
の
重
臣
が

王
城
（
後
の
西
周
の
地
）
で
震
死
し
た
」
と
い
う
伝
承
も
存
在
し
た
（

左
伝
』
の

『

、

記
事
文

。）
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③

こ
れ
ら
を
結
合
し
て
「
王
子
朝
の
乱
の
際
に
、
萇
弘
が
（

三
川
が
震
え
る
の
は

「

周
が
敗
滅
す
る
予
兆
だ
」
と
の
説
を
踏
ま
え
て
）
西
王
の
敗
北
を
予
言
し
た
」
と

、
、

い
う
説
話
が
作
ら
れ
た
（

左
伝
』
の
会
話
文

。
こ
れ
に
よ
り

「
三
川
が
震
え
る

『

）

、

の
は
周
が
敗
滅
す
る
予
兆
だ
」
と
い
う
伝
承
が
、
春
秋
期
か
ら
存
在
し
た
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

④

ま
た
別
に

『
詩
』
に
は
（
お
そ
ら
く
幽
王
期
の
こ
と
と
し
て

「
日
食
が
起
き

、

）

雷
が
降
り
注
ぎ
、
山
は
崩
れ
て
百
川
は
沸
騰
し
た
」
と
あ
っ
た
。

、

、
、

⑤

『
国
語

（
の
藍
本
）
が
こ
れ
ら
を
結
合
し
て
「
幽
王
の
時
ま
ず
西
周
の
三
川
が

』

、
、

、
、

震
え
、
つ
い
で
岐
山
の
崩
壊
と
渇
水
と
が
起
こ
り
、
周
が
敗
滅
・
東
遷
し
た
」
と

、い
う
記
事
を
作
成
し
た
。

⑥

『
国
語

（
の
藍
本
）
を
踏
ま
え
て
『
史
記
』
周
本
紀
が
作
成
さ
れ
た
。

』

『
国
語
』
の
編
者
は
当
然
、
陝
西
で
の
周
王
朝
の
歴
史
や
幽
王
敗
滅
・
平
王
東
遷
の

故
事
を
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
だ
が
『
史
記
』
周
本
紀
の
太
史
公
曰
な
ど
に
よ
れ
ば
、

「

」

、

。

漢
初
の

学
者

ら
は

周
が
成
王
期
か
ら
洛
邑
に
都
し
て
い
た
と
思
い
込
ん
で
い
た

「
西
周
の
三
川
」
は
、
幽
王
時
に
震
え
た
「
三
川
」
を
通
常
の
三
川
（
河
南
の
三
川
）

と
区
別
し
陝
西
の
三
川
だ
と
強
調
す
る
た
め
に
『
国
語
』
が
創
出
し
た
地
名
だ
ろ
う
。

「

」

「

」

、

西
周
の
三
川

は

河
南
の
三
川

と
対
比
し
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
が

そ
も
そ
も
陝
西
に
「
三
川
」
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
と
い
う
傍
証
も
見
当
た
ら
な
い
。

鄭
玄
は
陝
西
の
鎬
京
を
「
西
周

、
河
南
の
王
城
を
「
東
周
」
と
呼
ん
だ
が
、
こ
れ
も

」

東
遷
後
に
あ
っ
た
鎬
京
の
遺
跡
を
「
西
周
」
と
呼
ん
だ
地
名
呼
称
で
、
東
遷
以
前
・
以

「

」
「

」

。

後
と
い
う
時
代
あ
る
い
は
王
朝
を

西
周

・

東
周

と
呼
び
分
け
た
も
の
で
は
な
い

東
遷
以
後
の
周
王
朝
そ
の
も
の
を
指
す
、
あ
る
い
は
東
遷
以
後
と
い
う
時
代
を
指
す

「
東
周
」
の
語
は
、
漢
代
以
前
に
遡
れ
ず
、
お
そ
ら
く
杜
預
に
初
見
す
る
。
東
遷
以
前

の
周
王
朝
あ
る
い
は
そ
の
時
代
を
指
す
「
西
周
」
の
語
に
つ
い
て
も

『
国
語
』
の
用
例

、

は
こ
れ
に
該
当
せ
ず
、
や
は
り
漢
代
以
前
に
は
遡
れ
な
い
よ
う
だ
。

「
西
周
の
三
川
」
は
『
国
語
』
が
創
出
し
た
幻
の
地
名
で
、
戦
国
河
南
の
「
三
川
」

と
『
詩
』
に
見
え
る
陝
西
の
「
百
川
」
と
が
（

震
」
字
を
媒
介
と
し
て
）
結
合
さ
れ
て

「

生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注

（
１

『
詩
』
の
「
王
風
」
や
『
春
秋
』
の
「
王
師

・

王
人
」
等
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
東
周
王
朝
を

）

」
「

指
す
国
名
が
「
周
」
で
は
な
く
「
王
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
２

『
四
部
叢
刊
』
等
は
「
幽
王
三
年
」
に
作
る
が
、
明
道
本
の
「
幽
王
二
年
」
に
従
う
。

）

（

）

『

』

「

、

。
」

、

「

」

３

た
と
え
ば

論
語

陽
貨
に

如
有
用
我
者

吾
其
為
東
周
乎

と
あ
る
が

こ
の

東
周

、
、

は
も
ち
ろ
ん
東
周
王
朝
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
現
存
す
る
東
周
王
朝
に
対
立
す
る
王

朝
を
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
い
。

（
４
）
こ
の
間
、
恵
王
や
襄
王
が
出
奔
す
る
と
い
う
事
件
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
一
時
的
な
避
難

と
さ
れ
遷
都
と
呼
ば
れ
な
い
の
は
、
結
果
的
に
彼
ら
が
王
城
へ
戻
れ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

平
王
東
遷
の
経
緯
や
時
期
に
つ
い
て
は
『
繋
年
』
等
を
踏
ま
え
た
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、

し
ば
ら
く
『
史
記
』
周
本
紀
な
ど
の
通
説
に
従
う
。

（
５

『
左
伝
』
は
王
子
朝
が
「
作
乱
」
し
た
と
記
し
、
こ
の
事
件
は
歴
史
的
に
「
王
子
朝
の
乱
」
と

）

、

、

呼
ば
れ
る
。
だ
が
こ
れ
を
「
乱
」
と
す
る
の
は
王
子
朝
を
倒
し
た
王
子
丐
（
敬
王
）
側
か
ら

の
レ
ッ
テ
ル
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
後
述
す
る
思
王
や
考
王
は
い
ず
れ
も
兄
を
弑
し
て
立
っ
た

が
、
こ
れ
ら
は
「
乱
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
王
子
朝
は
王
子
猛
を
倒
し
て
立
っ
た
が
、
そ
の

後
は
正
当
な
周
王
を
自
認
し
た
は
ず
だ
。
王
城
に
拠
る
王
（
王
子
朝
）
か
ら
見
れ
ば
、
劉
地

で
周
王
を
称
す
る
王
子
丐
（
敬
王
）
こ
そ
が
反
乱
者
だ
っ
た
ろ
う
。
な
お
敬
王
の
名
を
『
史

記
』
は
「
丐
」
と

『
左
伝
』
杜
注
は
「
匄
」
と
し
て
お
り
、
梁
玉
縄
は
杜
注
を
是
と
す
る
。

、

か
い

こ
う
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そ
も
そ
も
王
子
猛
は
い
わ
ゆ
る
未
踰
年
の
君
で
、
父
王
の
葬
日
に
王
子
朝
が
「
作
乱
」
し

。『

』

「

」

、

た
た
め
葬
儀
を
行
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

春
秋

の
経
文
は
彼
を
生
前

王

と
記
す
が

死
後
に
は
「
王
子
」
と
記
し
て
そ
の
王
位
を
認
め
な
い
よ
う
だ
。

夏
四
月
乙
丑
、
天
王
崩
。
六
月
、
叔
鞅
如
京
師
葬
景
王
。
王
室
乱
。
劉
子
・
単
子
、
以

王
猛
居
于
皇
。
秋
、
劉
子
・
単
子
、
以
王
猛
入
于
王
城
。
冬
十
月
、
王
子
猛
卒

（
昭
公

。

、
、

、
、

、
、
、

二
十
二
年
経
）

其
称
「
王
猛
」
何
。
当
国
也

（

公
羊
伝
』
昭
公
二
十
二
年
）

。
『

（
六
月
）
丁
巳
、
葬
景
王
。
王
子
朝
因
旧
官
百
工
之
喪
職
秩
者
、
与
霊
・
景
之
族
以
作

乱
。

壬
戌
、
劉
子
奔
揚
、
単
子
逆
悼
王
于
荘
宮
以
帰
。

十
一
月
乙
酉
、
王
子

…
…

…
…

、
、

、
、

猛
卒
。
不
成
喪
也
。
己
丑
、
敬
王
即
位
、
館
于
子
旅
氏

（

左
伝
』
昭
公
二
十
二
年
）

。
『

、
、

、
、
、

王
子
猛
を
正
統
の
王
だ
と
し
て
「
悼
王
」
と
諡
し
た
の
は
敬
王
側
だ
ろ
う
が
、
実
の
と
こ
ろ

『

』

『

』

。

悼
王
が
景
王
の
太
子
だ
っ
た
と
い
う
明
文
さ
え

春
秋

や

左
伝

に
は
見
当
た
ら
な
い

（

左
伝
』
昭
公
十
五
年
「
六
月
乙
丑
、
王
大
子
寿
卒

」
の
後
に
景
王
が
新
た
な
太
子
を
立

『

。

て
た
記
事
は
無
く
、
そ
の
ま
ま
二
十
二
年
経
「
夏
四
月
乙
丑
、
天
王
崩

」
に
至
る

）

。

。

水
野
卓
『
春
秋
時
代
の
統
治
権
研
究

（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
は
、
二
王
が
並
立
し

』

た
王
子
朝
の
乱
に
お
い
て
「
特
定
の
祖
先
と
の
一
体
化
」
が
周
王
と
し
て
承
認
さ
れ
る
要
件

で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
水
野
は
『
左
伝
』
の
「
西
王

・

東
王
」
を
当
時
実
際
に

」
「

用
い
ら
れ
て
い
た
語
と
見
、
ま
た
経
文
の
「
天
王
居
于
狄
泉
、
尹
氏
立
王
子
朝

」
に
よ
り
昭

。

、
、

公
二
十
三
年
秋
の
時
点
で
王
子
丐
（
敬
王
）
が
「
王
」
と
さ
れ
て
い
た
と
す
る
よ
う
だ
が
、

王
子
朝
と
王
子
丐
と
が
互
い
を
王
と
し
て
承
認
し
あ
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
諸
侯
が
彼
ら
を

と
も
に
王
だ
と
認
め
て
い
た
と
も
考
え
に
く
い
。
王
子
丐
を
「
天
王
」
と
し
な
が
ら
「
尹
氏

立
王
子
朝

」
と
す
る
経
文
は
た
し
か
に
不
自
然
だ
が
、
こ
の
「
天
王
」
は
王
子
丐
を
正
統
と

。

、す
る
立
場
か
ら
追
記
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

王
子
朝
が
出
奔
に
際
し
て
諸
侯
へ
発
し
た
と
さ
れ
る
檄
文
（

左
伝
』
昭
公
二
十
六
年
）
は

『

「
昔
先
王
之
命
曰
、
王
后
無
適
、
則
択
立
長
。
年
鈞
以
徳
、
徳
鈞
以
卜
。
王
不
立
愛
、
公
卿

、
、

無
私
、
古
之
制
也
。
穆
后
及
大
子
寿
、
早
天
即
世
。
単
・
劉
賛
私
立
少
、
以
間
先
王

」
と
し

。

て
お
り
、
悼
王
が
景
王
の
適
子
で
あ
れ
ば
子
朝
の
非
難
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
檄
文
は
王

子
朝
を
景
王
の
長
子
と
す
る
よ
う
だ
が

『
史
記
』
周
本
紀
は
悼
王
を
「
長
子
猛
」
と
記
す
。

、

、
、

佐
々
木
研
太
「

遷
郟
鄏
』
考

（

日
本
秦
漢
史
研
究
』
二
一
、
二
〇
二
〇
年
）
は
、
こ
の
檄

『

」
『

文
の
う
ち
「
用
遷
郟
鄏
」
が
介
詞
を
欠
く
（

用
遷
于
郟
鄏
」
等
と
し
な
い
）
の
は
戦
国
中
期

「

、

以
降
の
文
法
だ
と
指
摘
し
た
上
で
、
檄
文
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
戦
国
中
期
以
降
の
偽
作
で

は
な
く
「
前
五
一
六
年
に
書
か
れ
た
檄
文

を
、
戦
国
期
後
半
に
、
す
で
に
常
態
化
し
て

…
…

い
た
文
体
で

書
き
写
し
て
し
ま
っ
た
も
の
」
だ
と
す
る

「
書
き
写
し
」
の
際
に
檄
文
が

…
…

。

ど
の
程
度
改
変
さ
れ
た
と
想
定
し
て
い
る
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
檄
文
の
う
ち
「
至
于

」

「

」

、「

」

「

」

、「

」

厲
王

か
ら

而
後
效
官

ま
で

至
于
幽
王

か
ら

用
遷
郟
鄏

ま
で

至
于
恵
王

か
ら
「
咸
黜
不
端
」
ま
で
は
い
ず
れ
も
四
字
八
句
の
三
十
二
字
で

「
咸
黜
不
端
」
の
後
に
あ

、

る
「
以
綏
定
王
家
」
を
「
用
遷
郟
鄏
」
と
「
対
の
表
現
」
と
す
る
の
は
不
自
然
に
も
思
え
る

（
「

」

『

』

）
。

「

」

至
于
厲
王

句
は

繋
年

に
も
見
え
る

そ
も
そ
も
こ
の
檄
文
で
王
子
朝
が

不
穀

を
自
称
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
南
方
で
書
か
れ
た
（
ま
た
は
「
書
き
写
し
」
さ
れ
た
）

こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
６
）
王
子
朝
は
『
左
伝
』
定
公
五
年
春
（
奔
楚
か
ら
十
一
年
後
）
に
楚
で
殺
さ
れ
た
が
、
翌
六
年

に
も
儋
翩
が
「
王
子
朝
之
徒
」
を
率
い
て
「
以
作
乱
于
周
」
し
、
敬
王
は
晋
へ
避
難
し
て
、

た
ん
へ
ん

死
せ
る
王
子
朝
が
生
け
る
敬
王
を
走
ら
せ
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
。

王
城
と
成
周
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
藤
均
平
「
成
周
と
王
城

（

和
田
博
士
古
稀
記
念

」
『

東
洋
学
論
叢

、
講
談
社
、
一
九
六
一
年
）
が
整
理
し
て
お
り
、
敬
王
に
よ
る
成
周
の
修
築
が

』

「

、

」
、

相
当
大
規
模
の

お
そ
ら
く
従
来
の
面
目
を
一
新
す
る
大
工
事
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

「
王
城
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
成
周
都
城
が
そ
の
時
成
立
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

指
摘
す
る
。
同
「
王
才
成
周
考

（

東
洋
学
報
』
四
四
、
一
九
六
一
年
）
も
参
照
。

」
『

（
７

『
史
記
』
は
、
こ
の
「
定
王

（
姫
介
）
の
七
代
前
の
王
（
姫
瑜
）
の
諡
も
「
定
王
」
と
す
る

）

」

が

『
太
平
御
覧
』
皇
王
部
引
『
史
記
』
は
姫
介
の
諡
を
「
貞
定
王
」
と
す
る
。

、
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（
８
）
周
本
紀
「
威
公
卒
、
子
恵
公
代
立
。
乃
封
其
少
子
於
鞏
以
奉
王
、
号
東
周
恵
公

」
の
「
其
少

。

、
、
、

」

「

」（

。『

』

『

』

）

子

が

威
公
の
少
子

恵
公
の
弟

漢
書

古
今
人
表
や

晋
書

地
理
志
注
等
の
説

「

」（

。『

』

『

』

）

な
の
か

恵
公
の
少
子

威
公
の
孫

史
記
集
解

引
徐
広
説
や

史
記
索
隠

等
の
説

な
の
か
が
問
題
と
な
る
。

『
史
記
』
趙
世
家
に
「

成
侯
）
八
年
、
与
韓
分
周
以
為
両

」
と
あ
り
、
二
周
の
分
立
は

（

。

周
の
内
部
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
趙
と
韓
と
に
よ
る
分
割
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
『
史
記

』

『

』

「
『

』

、

、

。

正
義

引

述
征
記

に

史
記

周
顕
王
二
年

西
周
恵
公
封
少
子
班
於
鞏

以
奉
王
室

為
東
周
恵
公
也

」
と
あ
り
、
周
顕
王
二
年
・
趙
成
侯
八
年
は
六
国
年
表
で
は
前
三
六
七
年
に

。

あ
た
る

新
城
新
蔵

東
洋
天
文
学
史
研
究

弘
文
堂
書
店

一
九
二
八
年

は

左
伝

・

。

『

』（

、

）

、『

』

『
国
語
』
の
木
星
紀
年
を
「
前
三
六
五
年
を
元
始
甲
寅
と
す
る
」
紀
年
法
に
よ
っ
て
前
三
三

〇
年
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
た
が
、
前
三
六
五
年
は
周
公
国
の
東
西
分
立
の
翌
々
年
に

あ
た
り
、
陝
西
を
「
西
周
」
と
呼
ぶ
『
国
語
』
が
周
公
国
の
分
立
後
ほ
ど
な
く
成
立
し
た
と

考
え
る
の
は
困
難
で
は
な
い
か
。
な
お
、
新
城
説
に
つ
い
て
は
注
（

）
も
参
照
。

18

（
９
）
西
周
・
東
周
の
君
主
の
諡
号
・
諱
や
続
柄
に
つ
い
て
は
『
韓
非
子

・

呂
氏
春
秋

・

帝
王

』
『

』
『

世
紀

・

世
本

・

経
典
釈
文
』
等
に
断
片
的
な
情
報
が
見
え
、
呉
澄
「
東
西
周
弁
」
や
呉

』
『

』
『

澄
を
踏
ま
え
た
亀
田
鵬
斎
『
東
西
周
考

、
ま
た
楊
寛
『
戦
国
史
料
編
年
輯
証
』
等
が
詳
し
く

』

考
証
し
て
い
る
。
な
お
、
新
出
の
北
大
漢
簡
『
周
馴
』
（

北
京
大
学
蔵
西
漢
竹
書
（
参

、

『

）
』

し
ゅ
う
く
ん

二
〇
一
五
年
）
に
「
周
昭
文
公
」
や
「
恭
太
子
」
が
見
え

『
呂
氏
春
秋
』
等
に
見
え
る
東
周

、

の
「
周
昭
文
君
」
や
『
戦
国
策
』
東
周
策
の
「
周
文
君

・

共
太
子
」
に
比
定
さ
れ
る
。
周

」
「

本
紀
は
「
西
周
武
公
之
共
太
子
」
と
い
う
が
、
東
周
策
の
共
太
子
・
公
子
咎
の
説
話
と
西
周

、
、

策
の
公
子
周
最
（

周
」
は
氏
か
）
の
説
話
と
を
混
同
し
た
も
の
か
。

「

（

『
史
記
』
周
本
紀
に
「
王
赧
時
東
西
周
分
治
。
王
赧
徙
都
西
周

」
と

『
索
隠
』
に
「
西
周
、

）

。

、

10

河
南
也
。
東
周
、
鞏
也
。
王
赧
微
弱
、
西
周
与
東
分
主
政
理
、
各
居
一
都
。
故
曰
東
西
周
。

、

、

、

。

、

。
」

、

『

』

按

高
誘
曰

西
周
王
城

今
河
南

東
周
成
周

故
洛
陽
之
地

と
あ
り

ま
た

索
隠

引
『
系
本
』
に
「
西
周
桓
公
名
揭
、
居
河
南
。
東
周
恵
公
名
班
、
居
洛
陽

」
と
あ
る
。

。

（

）
周
本
紀
は
西
周
滅
亡
の
際
「
周
君
・
王
赧
卒
。
周
民
遂
東
亡

」
と
い
う
が
、
直
後
に
「
秦
取

。

11

九
鼎
宝
器
。
而
遷
西
周
公
於
憚
狐

」
と
あ
る
の
で
、
西
周
君
の
子
弟
を
別
地
に
立
て
て
祭
祀

。
（
「

」

）
。

を
継
が
せ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う

周
君
王
赧

四
字
が
王
赧
を
指
す
可
能
性
も
あ
る

陳
仁
錫
『
史
記
考
』
は
「
後
七
歳
、
秦
荘
襄
王
滅
東
西
周

」
の
「
西
」
を
衍
と
す
る
（
中
華

。

）

、

、

書
局
点
校
本
も
こ
れ
に
従
う

が

東
周
の
滅
亡
に
あ
わ
せ
て
西
周
を
改
易
し
た
と
見
れ
ば

必
ず
し
も
こ
れ
を
衍
と
す
る
要
は
な
い
。
秦
本
紀
や
秦
始
皇
本
紀
に
は
、
呂
不
韋
が
東
周
君

を
「
誅
」
し
て
「
尽
入
其
国
」
し
た
後
に
、
秦
が
「
周
君
」
へ
陽
人
の
地
を
与
え
て
祭
祀
を

嗣
が
せ
た
こ
と
が
見
え
る
。

（

）
た
だ
し
同
年
に
韓
が
「
成
皋
・
鞏
」
を
秦
へ
献
じ
て
お
り
、
呂
不
韋
が
滅
ぼ
し
た
「
東
周
」

12

は
す
で
に
「
鞏
」
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（

）
こ
の
応
邵
『
漢
官
儀
』
佚
文
は

『
芸
文
類
聚
』
で
は

、

13

『

』

、

、

。

、

。

。

応
劭

漢
官

云

河
南
尹

所
治
周
地

秦
兼
天
下

置
三
川
守

河
・
雒
・
伊
也

漢
更
名
河
南

（
郡
部
・
河
南
郡
）

。

応
劭
『
漢
官
』
曰
、
河
南
先
、
所
理
周
地
也
。
秦
兼
天
下
、
置
三
川
守
・
洛
陽
尹
也
。

（
マ
マ
）

（

マ

マ

）

漢
更
名
河
南

（
職
官
部
六
・
尹
）

。

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
両
周
公
を
指
す
「
東
周

・

西
周
」
の
用
法
が
六
朝
期
に
廃
れ
た

」
「

こ
と
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
『
広
韻
』
も
『
芸
文
類
聚
』
と
同
様
に
「
応
劭

曰
、
河
南
尹
、
所
以
治
周
地
。
秦
兼
天
下
、
置
三
川
守
。
河
・
洛
・
伊
也
。
漢
更
名
河
南
太

」

、『

』

「

、

。

、

。
」

守
也

と
作
っ
て
お
り

太
平
御
覧

の

洛
陽

本
成
周

周
之
衰
微

分
為
東
西
周

（

）

、

、

が
衍

注
文
の
混
入
等

と
い
う
可
能
性
も
あ
る
の
だ
が

こ
れ
が
衍
で
あ
っ
た
と
し
て
も

応
劭
以
降
に
「
東
西
周
」
が
戦
国
期
の
両
周
公
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

変
わ
ら
な
い
。

（

）
阮
元
の
挍
勘
記
は
、
宋
本
で
は
孔
疏
の
「
還
帰
鎬
京
」
と
「
為
西
周
」
と
の
間
に
「
為
幽
王

14

滅
於
西
周
平
王
東
遷
洛
邑
因
謂
洛
邑
為
東
周
謂
鎬
京
」
の
二
十
三
字
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（

『
左
伝
』
僖
公
二
十
三
年
の
注
に
晋
語
を
、
文
公
十
四
年
の
注
に
楚
語
を
引
く
。

）
15
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（

）

、

「
『

』

」（
『

』

、

こ
の
機
序
に
つ
い
て
は

竹
田
健
二

国
語

周
語
に
お
け
る
気

中
国
研
究
集
刊

八

16

一
九
八
九
年
）
や
久
富
木
成
大
「

気
」
の
操
作
と
祭
祀

『
国
語
』
と
『
詩
経
』
を
め
ぐ
っ

「

―

て

（

金
沢
大
学
文
学
部
紀
要
』
行
動
科
学
・
哲
学
篇
一
七
、
一
九
九
七
年
）
等
が
詳
細

―
」
『

に
分
析
し
て
い
る
。

（

『
山
海
経
』
大
荒
西
経
に
「
有
西
周
之
国
。
姫
姓
。
食
榖
。
有
人
方
耕
、
名
曰
叔
均
。
帝
俊
生

）
17

稷
、
稷
降
以
百
榖
。
稷
之
弟
曰
台
璽
、
生
叔
均
。
叔
均
是
代
其
父
及
稷
播
百
穀
、
始
作
耕
。

有
赤
国
妻
氏
。
有
双
山

」
と
あ
る

『
山
海
経
』
は
「
西
周
」
を
西
方
の
異
族
と
認
識
す
る

。

。

よ
う
で
、
も
し
こ
れ
が
漢
代
以
前
の
作
文
だ
と
し
て
も

「
東
遷
前
の
周
王
朝
」
を
指
す
用
例

、

と
は
な
る
ま
い
（

山
海
経
』
海
外
南
経
以
降
に
は
注
記
の
混
入
が
目
立
ち

「
帝
俊
生
稷
」

『

、

か
ら
「
始
作
耕
」
ま
で
も
あ
る
い
は
後
人
の
注
釈
が
本
文
に
入
っ
た
も
の
か

。）

『

』

「
『

』
、

。
」

、

資
治
通
鑑
外
紀

周
武
王
七
年
に

汲
冢
紀
年

西
周
二
百
五
十
七
年

と
あ
る
が

、
、

こ
れ
は
『
竹
書
紀
年
』
の
佚
文
で
は
な
く

『
史
記
集
解
』
周
本
紀
の
「

汲
冢
紀
年
』
曰
、

、

『

自
武
王
滅
殷
以
至
幽
王
、
凡
二
百
五
十
七
年
也

」
を
踏
ま
え
た
作
文
だ
ろ
う
。

。

（

「
天
」
が
王
子
朝
を
見
捨
て
た
と
す
る
事
後
予
言
は
『
左
伝
』
昭
公
二
十
二
年
「
叔
鞅
至
自
京

）
18

、

。

、

。

、

。
」

。

師

言
王
室
之
乱
也

閔
馬
父
曰

子
朝
必
不
克

其
所
与
者

天
所
廃
也

に
も
見
え
る

ま
た
『
国
語
』
の
「
西
周
三
川
皆
震
」
条
に
「
夫
天
之
所
棄
、
不
可
其
紀

」
と
あ
り

『
左

。

、

伝
』
の
「
天
棄
之
矣

・

天
所
廃
也
」
と
の
類
似
が
注
意
さ
れ
る
。

」
「

な
お
筆
者
は

『
左
伝
』
の
素
材
と
な
っ
た
説
話
な
り
「
左
伝
の
藍
本
」
な
り
が
戦
国
期
に

、

、『

』

。

存
在
し
た
こ
と
を
疑
う
も
の
で
は
な
い
が

左
伝

全
体
の
完
成
は
漢
代
だ
と
考
え
て
い
る

（

）

、『

』
『

』

（

）

注

８

新
城
書
は

左
伝

・

国
語

の
木
星
位
置
が
漢
代
の
基
準
よ
り
二
次

六
十
度

ず
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
「
前
三
六
五
年
を
元
始
甲
寅
と
す
る
無
超
辰
の
歳
陰
紀
年
法
」
を

想
定
し
て
『
左
伝

・

国
語
』
の
「
製
作
年
代
」
を
前
三
三
〇
年
以
前
と
定
め
た
。
だ
が
、

』
『

同
書
三
六
七
頁
は
三
統
暦
の
超
辰
法
（
百
四
十
四
年
あ
た
り
一
次
）
に
従
い
「
元
始
甲
寅
」

を
求
め
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
超
辰
を
八
十
二･

六
年
あ
た
り
一
次
と
す
る
よ
う
で
も
あ
り
、

そ
の
論
旨
は
理
解
し
が
た
い

「
八
十
二･

六
年
」
に
つ
い
て
は
、
八
十
四
次
（
七
周
天
）
に

。

十
一･

八
年
と
十
二
年
と
の
比
を
乗
じ
た
も
の
か
と
も
疑
わ
れ
る
が
、
新
城
書
は
木
星
の
位
置

を
「
ノ
イ
ゲ
バ
ウ
エ
ル
の
太
陽
及
遊
星
表
」
に
よ
り
計
算
し
た
と
言
い
、N

e
u
g
e
b
a
u
e
r
,
P
.
V
.

A
b
g
e
k
ü
r
z
t
e
T
a
fe
ln

d
e
r
S
o
n
n
e
u
nd

d
e
r
g
r
o
ß
e
n
Pl
a
n
e
t
e
n
,
(
B
e
r
li
n
,
1
9
0
4

）

一
〇
頁
の
諸
元
表
や
二
三
頁
の
表
Ⅱ
等
は
ル
ヴ
ェ
リ
エ

L
e
V
e
r
r
i
e
,
U
.
J
.
J
.

（
一
八
一
一
～

一
八
七
七
）
に
従
っ
て
木
星
の
公
転
周
期
を
一
一･

八
五
六
五
年
と
す
る
の
で
、
新
城
は
こ
の

古
い
数
値
に
よ
っ
て
超
辰
の
周
期
を
八
十
二･

六
年
と
算
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

筆
者
は
暦
や
天
文
計
算
に
つ
い
て
は
門
外
漢
だ
が
、
仮
に
太
初
元
年
（
前
一
〇
四
年
）
を

丁
丑
、
元
封
六
年
（
前
一
〇
五
年
）
を
乙
亥
と
定
め
、
こ
こ
か
ら
八
十
六
年
ご
と
に
一
次
の

超
辰
を
想
定
し
て
単
純
に
遡
れ
ば
、
新
城
の
歳
陰
紀
年
法
に
合
う
の
は
「
前
三
百
四
五
十
年

頃
」
で
は
な
く
前
二
七
六
年
癸
未
（
白
起
抜
郢
の
翌
々
年
）
か
ら
前
一
九
一
年
戊
辰
（
前
漢

恵
帝
四
年
）
ま
で
と
な
り
、
こ
れ
は
『
呂
氏
春
秋
』
序
意
の
「
維
秦
八
年
、
歳
在
涒
灘
」
や

『
淮
南
子
』
天
文
の
「
淮
南
元
年
冬
、
太
一
在
丙
子

、
馬
王
堆
『
五
星
占
』
の
文
帝
前
三
年

」

大
淵
献
に
も
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
も
し
『
左
伝

・

国
語
』
が
前
三
六
五
年
を
甲

』
『

寅
と
す
る
無
超
辰
の
紀
年
を
用
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
前
三
六
五
年
や
前
三
三
〇

年
と
い
っ
た
戦
国
中
期
で
は
な
く
、
戦
国
後
期
の
白
起
抜
郢
よ
り
後
の
成
立
と
な
る
の
で
は

な
い
か
（
武
帝
期
の
歳
次
を
限
定
せ
ず
に
『
呂
氏
春
秋

・

淮
南
子
』
を
活
か
す
だ
け
な
ら

』
『

新
城
の
歳
陰
紀
年
法
に
合
う
の
は
前
三
二
四
年
か
ら
前
一
六
五
年
ま
で
の
う
ち
い
ず
れ
か
の

八
十
六
年
間
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
前
三
三
〇
年
以
前
に
は
な
り
得
な
い

。）

さ
ら
に
、
木
星
に
よ
る
予
言
記
事
が
『
左
伝
』
の
ご
く
一
部
に
し
か
見
え
ず
、
外
挿
さ
れ
た

も
の
か
と
疑
わ
れ
る
こ
と
か
ら

『
左
伝
』
全
体
の
完
成
は
こ
れ
ら
の
予
言
記
事
の
成
立
よ
り

、

さ
ら
に
遅
れ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
「
超
辰
」
と
は
、
木
星
位
置
と
歳
次
と
の
ず
れ
や
、
そ
の
ず
れ
を
解
消
す
る
た
め
に

歳
次
を
動
か
す
こ
と
を
指
す
。
十
二
次
や
六
十
干
支
に
よ
る
紀
年
は
木
星
が
十
二
年
で
周
天

す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
実
際
に
は
木
星
は
約
十
一･

八
六
二
年
で
周
天
し
、
八
十
六
年

あ
た
り
一
次
（
三
十
度
）
の
ず
れ
が
生
じ
る
。
三
統
暦
で
は
年
干
支
を
超
辰
さ
せ
る
と
し
、
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た
と
え
ば
西
紀
四
五
年
己
酉
の
翌
年
は
庚
戌
で
は
な
く
辛
亥
と
な
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は

こ
の
よ
う
に
不
便
な
措
置
は
施
行
さ
れ
ず
、
単
純
に
六
十
年
で
一
周
す
る
無
超
辰
の
干
支
が

木
星
の
位
置
と
は
無
関
係
に
現
代
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。

（

）
こ
の
時
点
で
は
王
子
朝
が
王
城
を
掌
握
し
て
お
り
、
劉
に
拠
る
敬
王
側
の
萇
弘
が
「
周
の
滅

19

亡
」
を
示
す
予
兆
を
歓
迎
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
敬
王
を
正
統
の
周
王

と
す
る
建
前
の
『
左
伝
』
が
登
場
人
物
に
さ
せ
る
発
言
と
し
て
は
や
は
り
不
適
切
だ
ろ
う
。

も
し
こ
れ
が
真
に
春
秋
末
期
の
萇
弘
の
発
言
な
ら
、
こ
れ
は
「
幽
王
の
敗
滅
後
に
平
王
が

擁
立
さ
れ
た
」
の
で
は
な
く
「
西
の
幽
王
と
東
の
平
王
と
が
対
立
し
て
い
た
」
と
い
う
歴
史

（
『

』

）

、「

」

「

」

認
識

繋
年

の
よ
う
な

を
前
提
と
し
た
占
断
で

三
川
皆
震

は
本
来

周
の
滅
亡

で
は
な
く
「
東
周
の
勝
利
、
西
周
の
敗
滅
」
の
予
兆
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
解
釈
も
あ
り
得

よ
う
。
だ
が

「
天
地
之
気
」
は
『
礼
記
』
郊
特
牲
や
『
呂
氏
春
秋
』
に
降
る
語
で

「
陽
伏

、

、

而
不
能
出
、
陰
迫
而
不
能
烝
、
于
是
有
地
震

」
と
い
う
理
論
も
古
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

。

こ
れ
は
春
秋
末
期
に
行
わ
れ
た
占
断
で
は
な
く
戦
国
後
期
以
降
の
作
文
だ
と
考
え
た
い
。

（

）
八
月
乙
未
に
王
城
で
、
翌
々
日
の
丁
酉
に
魯
で
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
直
下
型
地
震
が
起
き
た
と

20

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
南
宮
極
の
訃
報
が
到
着
す
る
ま
で
に
二
日
を
要
し
た
と

解
す
る
ほ
う
が
ま
だ
し
も
穏
当
だ
ろ
う
。

（

）
た
と
え
ば
『
史
記
』
殷
本
紀
に
「
武
乙
猟
於
河
・
渭
之
間
、
暴
雷
、
武
乙
震
死

」
と
あ
る
。

。

21

春
秋

で
も
地
震
は

地
震

と
表
記
さ
れ

文
公
九
年
・
襄
公
十
六
年
・
昭
公
十
九
年
・

『

』

「

」

（

同
二
十
三
年
・
哀
公
三
年

、
単
な
る
「
震
」
は
落
雷
を
指
す
よ
う
だ
（
僖
公
十
五
年
「
震
夷

）

伯
之
廟

。
な
お
隠
公
九
年
に
「
大
雨
震
電
」
も
見
え
る

。
趙
汸
『
春
秋
左
氏
伝
補
注
』
は

」

）

「
但
言
「
南
宮
極
震

、
明
是
以
震
死
、
不
必
為
屋
所
圧

」
と
い
う
（

通
志
堂
経
解
』
本
。

」

。

『

『
四
庫
全
書
』
本
は
「
明
」
を
「
則
」
に
作
る

。）

も
ち
ろ
ん
、
地
震
な
り
落
雷
な
り
に
よ
っ
て
南
宮
極
の
よ
う
な
重
要
人
物
が
急
死
し
た
と

い
う
の
は
出
来
す
ぎ
た
話
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
王
子
朝
の
乱
に
つ
い
て
は
関
係
者
の
不
自

然
死
が
多
す
ぎ
る
。
ま
ず
、
景
王
の
太
子
だ
っ
た
王
子
寿
は
『
左
伝
』
昭
公
十
五
年
の
六
月

乙
丑
に
卒
し
て
い
る
が
、
二
ヶ
月
半
後
の
八
月
戊
寅
に
は
太
子
の
母
后
も
崩
じ
て
い
る
。
景

王
そ
の
人
も
、
王
子
猛
派
の
劉
献
公
・
単
穆
公
を
粛
正
し
よ
う
と
し
た
矢
先
に
「
心
疾
」
に

よ
り
急
死
し
た
（
二
十
二
年
四
月
乙
丑

。
王
の
急
死
に
よ
っ
て
粛
正
を
免
れ
た
劉
献
公
も
、

）

三
日
後
（
戊
辰
）
に
「
無
子
」
の
ま
ま
卒
し
、
単
穆
公
に
よ
っ
て
劉
文
公
が
立
て
ら
れ
た
。

劉
献
公
と
劉
文
公
と
の
続
柄
は
不
明
だ
が
、
杜
注
は
劉
文
公
を
単
子
の
元
部
下
だ
と
す
る
。

『

』

、

な
お

左
伝

は
王
が
田
狩
に
か
こ
つ
け
て
単
子
や
劉
子
を
殺
そ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
が

特
に
証
拠
は
挙
げ
て
い
な
い
。
景
王
を
嗣
い
だ
王
猛
は
十
一
月
乙
酉
（
経
文
で
は
十
月
）
に

卒
し
、
四
日
後
（
己
丑
）
に
敬
王
が
即
位
し
た
が

『
春
秋

・

左
伝
』
と
も
王
猛
の
死
因
を

、

』
『

記
さ
な
い
（

史
記
』
周
本
紀
は
王
子
朝
に
よ
る
「
攻
殺
」
と
す
る

。
翌
年
に
は
南
宮
極
が

『

）

、

、

震
死
し

昭
公
二
十
六
年
に
は
王
子
朝
側
の
召
簡
公
が
寝
返
っ
て
敬
王
を
王
城
へ
迎
え
た
が

こ
の
召
簡
公
も
三
年
後
に
は
理
由
を
記
さ
れ
な
い
ま
ま
「
京
師
」
に
よ
り
「
殺
」
さ
れ
た
。

楚
へ
亡
命
し
た
王
子
朝
も
、
楚
地
で
「
王
人
」
に
よ
り
殺
さ
れ
た
と
い
う
。

（

）
後
述
す
る
『
詩
』
十
月
之
交
の
「
㷸
㷸
震
電
、
不
寧
不
令
。
百
川
沸
騰
、
山
冢
崒
崩

」
は
、

。

22

「
震
電
」
が
「
百
川
」
に
降
り
注
い
だ
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お

『
左
伝
』
の
「
周
之
亡
也
其
三
川
震
」
に
つ
い
て
杜
注
は
「
謂
幽
王
時
也
。
三
川
、

、

涇
・
渭
・
洛
水
也
。
地
動
、
川
岸
崩

」
と
す
る
が
、
中
井
履
軒
『
左
伝
逢
原
』
は
杜
注
を
批

。

判
し
て
「
川
旁
之
地
震
也
、
非
特
川
岸
。
蓋
山
崩
川
塞
之
大
祥
矣
。
注
泥
「
川
」
字
、
故
有

「

」

、

。「

」

、

、

。

「

」

、

岸
崩

之
解

不
可
従

三
川

者

挙
地
而
言

非
特
数
水

後
史
有

三
河

之
語

、
、

、

、
、
、
、

与
此
相
類

」
と
い
う
。
中
井
は
「
三
川
」
を
「
三
つ
の
河
川
」
で
は
な
く
附
近
全
体
を
指
す

。

地
名
だ
と
指
摘
し
、
後
世
の
「
三
河

（
陝
東
の
河
東
・
河
内
・
河
南
）
に
類
す
る
も
の
だ
と

」

い
う
が

『
左
伝
』
の
「
三
川
」
を
陝
東
と
見
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。

、

（

）
陝
西
の
洛
水
（
北
洛
河
）
と
河
南
の
洛
水
（
南
洛
河
）
と
は
同
名
異
川
。

23
（

）
た
と
え
ば
『
史
記
』
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

24

武
王
謂
甘
茂
曰
、
寡
人
欲
容
車
通
三
川
、
窺
周
室
、
死
不
恨
矣
。(

『
史
記
』
秦
本
紀)

な
お
李
斯
「
諌
逐
客
書
」
は
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、

、

、

、

、

、

恵
王
用
張
儀
之
計

抜
三
川
之
地

西
并
巴
・
蜀

北
収
上
郡

南
取
漢
中

包
九
夷

、
、

、
、

制
鄢
・
郢
。
東
拠
成
皋
之
険
、
割
膏
腴
之
壌
、
遂
散
六
国
之
従
、
使
之
西
面
事
秦
、
功

、
、

施
到
今

（

史
記
』
李
斯
列
伝
）

。
『

と
強
調
す
る
が
、
こ
れ
は
恵
文
王
七
年
（
前
三
一
八
年
）
に
三
韓
等
の
連
合
軍
を
撃
退
し
た

こ
と
を
指
し
、
恵
文
王
期
に
三
川
支
配
を
確
立
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

（

）
た
と
え
ば
『
史
記
』
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

25

韓
献
成
皋
・
鞏
。
秦
界
至
大
梁
、
初
置
三
川
郡

（
秦
本
紀
）

。

、
、

、

東
至
滎
陽
、
滅
二
周
、
置
三
川
郡

（
秦
始
皇
本
紀
）

。

、
、

取
成
皋
・
滎
陽
。
初
置
三
川
郡

（
六
国
年
表
・
蒙
恬
列
伝
）

。

、
、

、
、

呉
広
囲
滎
陽
。
李
由
為
三
川
守
、
守
滎
陽
。
呉
叔
弗
能
下

（
陳
渉
世
家
）

。

、
、

、
、

大
櫛
淳
弘
「
三
川
郡
の
ま
も
り

「
秦
代
国
家
の
統
一
支
配
」
補
論

（
高
知
大
学
人
文

―

―
」

学
部
人
間
文
化
学
科
『
人
文
科
学
研
究
』
一
五
、
二
〇
〇
九
年
）
は

「
東
方
の
平
野
部
か
ら

、

成
皋
や
滎
陽
の
狭
隘
部
を
ぬ
け
て
こ
の
盆
地
に
入
り
、
宜
陽
か
ら
山
地
帯
を
西
へ
進
む
と
、

函
谷
関
を
経
て
渭
水
盆
地
の
関
中
へ
と
至
る
、
あ
る
い
は
こ
の
ル
ー
ト
を
逆
に
進
ん
で
、
関

中
か
ら
東
方
平
野
部
に
出
る

こ
の
よ
う
な
東
西
を
結
ぶ
幹
線
が
走
る
三
川
郡
は
、
当
時

―
―

の
交
通
体
系
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た

・

韓
の
領
域
か
ら
秦
の
版
図
へ
入
る

」
「

事
に
よ
っ
て
、
三
川
の
防
備
体
制
も
、
宜
陽
を
拠
点
と
し
て
西
か
ら
の
侵
攻
を
食
い
止
め
よ

う
と
す
る
も
の
か
ら
、
成
皋
・
滎
陽
附
近
を
東
方
の
備
え
と
す
る
体
制
へ
と
、
そ
の
重
心
を

大
き
く
転
換
す
る
事
と
な
っ
た
」
と
指
摘
し
、
三
川
郡
を
「
秦
代
統
一
国
家
体
制
に
お
け
る

東
方
支
配
の
要
」
だ
と
位
置
づ
け
る
。

（

）

『

』

「

、

。

、

た
と
え
ば

左
伝

荘
公
三
十
二
年
は

故
有
得
神
以
興

亦
有
以
亡

虞
・
夏
・
商
・
周

26

。
」

、

「

、

。

、

。

皆
有
之

と

昭
公
四
年
は

夏
桀
為
仍
之
会

有
緡
叛
之

商
紂
為
黎
之
蒐

東
夷
叛
之

、

。
」

。『

』

「

、

、

周
幽
為
大
室
之
盟

戎
狄
叛
之

と
い
う

国
語

魯
語
上
は

桀
奔
南
巢

紂
踣
于
京

厲
流
于
彘
、
幽
滅
於
戲

」
と
い
い
、
清
華
簡
『
繋
年
』
も
幽
王
ら
の
敗
滅
を
「
周
乃
亡

」

。

。

と
す
る
。

（

）
九
鼎
に
つ
い
て
は

『
左
伝
』
桓
公
二
年
に
臧
哀
伯
の
発
言
と
し
て
「
武
王
克
商
、
遷
九
鼎
于

、

27

雒
邑

」
と
、
宣
公
三
年
に
は
王
孫
満
の
発
言
と
し
て
「
成
王
定
鼎
于
郟
鄏

」
と
あ
る
が
、

。

。

九
鼎
を
王
権
の
象
徴
と
す
る
観
念
は
お
そ
ら
く
戦
国
期
に
降
る
だ
ろ
う
。

（

）
周
初
に
は
成
周
が
東
方
経
営
の
拠
点
と
し
て
重
大
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
、
召
誥

28

や
何
尊

『
呂
氏
春
秋
』
長
利
な
ど
は
成
王
が
成
周
へ
遷
っ
た
と
も
伝
え
る
。
だ
が
、
幽
王
ま

、

う
つ

で
の
い
わ
ゆ
る
西
周
王
朝
が
河
南
で
は
な
く
陝
西
に
都
し
て
い
た
こ
と
は
動
か
せ
ま
い
。

（

）『

』

「

、

。

、

史
記

楚
世
家
に

楚
欲
与
斉
韓
連
和
伐
秦

因
欲
図
周

周
王
赧
使
武
公
謂
楚
相
昭
子
曰

29

夫
怨
結
両
周
以
塞
騶
魯
之
心
、
交
絶
於
斉
、
声
失
天
下
、
其
為
事
危
矣
。
夫
危
両
周
以

…
…

厚
三
川
、
方
城
之
外
必
為
韓
弱
矣
。

」
と
あ
る
。

…
…

（

）
た
だ
し
「
震
」
し
た
者
が
単
数
で
は
な
く
、
複
数
の
者
が
「
皆
震
」
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、

30

地
震
や
落
雷
で
は
な
く
「
震
怖

・

震
慄
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
ち
ら
を

」
「

採
れ
ば

「
周
が
滅
び
る
（
秦
の
支
配
が
及
ぶ
）
際
に
は
、
三
川
の
民
は
み
な
恐
れ
震
え
る
」

、

と
い
う
意
味
に
な
る
か
。

（

）
鄭
箋
は
「
当
為
刺
厲
王
」
と
主
張
し
、
孔
疏
も
た
と
え
ば
『
中
候
擿
雒
戒
』
の
「
昌
受
符
、

31

厲
倡
孽
。
期
十
之
世
、
権
在
相

」
や
「
剡
者
配
姫
、
以
放
賢
。
山
崩
水
潰
、
納
小
人
。
家
伯

。

罔
主
、
異
載
震

」
を
引
き
「
自
文
数
之
、
至
厲
王
、
除
文
王
為
十
世
也

」
と
し
て
鄭
箋
を

。

、

支
持
す
る
が
、
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（

）
小
川
琢
治
『
支
那
歴
史
地
理
研
究
（
正

（
弘
文
堂
、
一
九
二
九
年
）
は
「
此
の
西
周
三
川

）
』

32

の
大
地
震
」
を
「
陝
西
全
省
と
甘
粛
省
の
東
南
部
と
を
含
む
広
き
地
域
」
に
わ
た
る
実
在
の

地
震
と
み
て
「
伯
陽
父
の
予
言
し
得
た
如
く
西
周
の
致
命
傷
と
な
つ
た
大
地
変
で
あ
つ
て
、

周
の
東
遷
を
せ
ね
ば
如
何
と
も
出
来
ぬ
結
果
を
生
じ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る

」
と
い
う
。

。

な
お

春
秋

成
公
五
年
夏
に

梁
山
崩

と
あ
り

左
伝

や

国
語

晋
語
は

山

、
『

』

「

」

、『

』

『

』

「

崩
川
竭

・

川
涸
山
崩
」
を
国
君
の
責
と
説
く
。
ま
た
『
史
記
』
魏
世
家
や
六
国
年
表
の
魏

」
「

文
侯
二
十
六
年
に
「
虢
山
崩
、
壅
河

」
と
あ
り
、
さ
ら
に
『
淮
南
子
』
俶
真
に
は
殷
紂
王
の

。

時
の
こ
と
と
し
て
「
嶢
山
崩
、
三
川
涸
、
飛
鳥
鍛
翼
、
走
獣
擠
脚

」
と
あ
る
（
覧
冥
に
「
嶢

、
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山
崩
而
薄
・
落
之
水
涸

と

戦
国
策

趙
策
や

史
記

趙
世
家
に

吾
国
東
有
河
・
薄
・

」

、『

』

『

』

「

洛
之
水
」
と
あ
る

。
君
主
の
不
徳
に
よ
っ
て
山
が
崩
壊
し
川
が
阻
塞
さ
れ
る
と
い
う
観
念
が

）

す
く
な
く
と
も
晋
地
に
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が

こ
れ
は
山
東
以
東
の
平
原
部
よ
り
も
陝
西

西

、

（

周
・
秦
）
や
山
西
（
晋
）
の
地
勢
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
筆
者
に
は
印
象
さ
れ
る
。

（

『
公
羊
伝
』
は
王
子
朝
の
乱
に
つ
い
て

）
33

秋
、
劉
子
・
単
子
以
王
猛
入
于
王
城
。
王
城
者
何
。
西
周
也

（
昭
公
二
十
二
年
）

。

、
、
、
、

、
、
、

冬
十
月
、
天
王
入
于
成
周
。
成
周
者
何
。
東
周
也

（
昭
公
二
十
六
年
）

。

、
、
、
、

、
、
、

と
述
べ
、
経
文
の
「
王
城

・

成
周
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
西
周

・

東
周
」
だ
と
解
説
し
て
い

」
「

」
「

る
。
ま
た
『
公
羊
伝
』
宣
公
十
六
年
に
も
「
成
周
者
何
。
東
周
也

」
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

。

伝
文
の
成
立
は
早
く
と
も
東
周
公
国
の
成
立
（
前
三
六
七
年
）
以
降
と
な
り
、
春
秋
末
期
の

孔
子
が
口
授
し
た
も
の
と
は
な
り
得
な
い
。
何
注
は
「
時
王
居
王
城
邑
、
自
号
西
周
王

」
と

。

伝
文
を
回
護
す
る
が
、
悼
王
が
「
西
周
王
」
を
自
称
し
た
と
も
考
え
が
た
い
。

（

『
国
語
』
周
語
下
に
「
景
王
二
十
一
年
、
将
鋳
大
銭

」
と
あ
り
、
続
け
て
「
単
穆
公
曰
、
不

）

。

34

可

」
云
々
と
し
て
長
文
の
批
判
を
載
せ
る
が
、
周
語
下
は
こ
れ
の
後
に
「
二
十
三
年
、
王
将

。

、

。

、

。
」

「

、

。
」

鋳
無
射

而
為
之
大
林

単
穆
公
曰

不
可

云
々
や

王
将
鋳
無
射

問
律
於
伶
州
鳩

云
々
と
い
う
記
事
も
載
せ
て
お
り
（

無
射
」
は
鐘
の
名

、
ま
た
『
左
伝
』
昭
公
二
十
一
年

「

）

に
も
「
天
王
将
鋳
無
射

」
と
あ
っ
て
こ
れ
は
景
王
が
「
心
疾
」
に
よ
り
崩
じ
る
伏
線
と
さ
れ

。

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
本
来
「
景
王
が
大
鐘
を
鋳
よ
う
と
し
て
諌
め
ら
れ
た
」
と
い
う
同
一
の

説
話
だ
っ
た
か
と
も
疑
わ
れ
よ
う
（

国
語
』
が
「
鋳
大
銭
」
を
景
王
二
十
一
年
と
す
る
の
は

『

『
左
伝
』
の
魯
昭
公
二
十
一
年
に
牽
か
れ
た
も
の
か

。
な
お

「
銭
」
は
秦
の
恵
文
君
が
前

）

、

三
三
六
年
に
発
行
し
た
国
内
通
貨
と
さ
れ
（

史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
六
国
年
表

、
諸
子
書

『

）

に
お
け
る
「
銭
」
字
の
用
例
は
『
管
子
』
軽
重
等

『
墨
子
』
備
梯
等
や
『
韓
非
子

・

呂
氏

、

』
『

春
秋
』
等
に
限
ら
れ
る

『
穀
梁
伝
』
隠
公
元
年
の
「
銭
財
曰
賻
」
は
『
荀
子
』
大
略
や
『
公

。

、

羊
伝
』
の
「
貨
財
曰
賻
」
を
置
換
し
た
も
の
で
漢
代
の
作
文
と
な
る
。

、

『
慎
子

（

初
学
記

・

太
平
御
覧
』
引
）
や
上
博
楚
簡
『
曹
沫
之
陳
』
に
は
魯
荘
公
が

』
『

』
『

大
鐘
を
鋳
て
（
鋳
よ
う
と
し
て
）
曹
沫
に
諌
め
ら
れ
た
と
い
う
説
話
が
見
え

『
説
苑
』
に
は

、

斉
桓
公
が
大
鐘
を
鋳
よ
う
と
し
て
鮑
叔
に
諌
め
ら
れ
た
と
い
う
説
話
が
見
え
る
。
上
博
楚
簡

『
荘
王
既
成
』
に
も
楚
荘
王
が
無
射
を
鋳
る
説
話
が
見
え
、
魯
荘
公
な
い
し
楚
荘
王
に
よ
る

、

、

大
鐘
の
鋳
造
を
批
判
す
る
説
話
は
戦
国
中
期
に
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
だ
が
、

、

大
銭
の
鋳
造
を
批
判
す
る
周
語
は
戦
国
末
以
降
の
作
文
と
思
わ
れ
、
良
貨
へ
の
切
替
に
よ
り

、

貨
幣
価
値
下
落
を
抑
止
す
る
と
い
う
発
想
は
お
そ
ら
く
漢
代
に
降
る
。
循
吏
列
伝
が
拠
っ
た

イ

ン

フ

レ

ー

シ

ヨ

ン

資
料
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
な
い
（

国
語
』
周
語
は
名
目
価
値
の
異
な
る
銭
の
並
行
を
是
と
し
て

『

重
銭
へ
の
統
一
を
非
と
す
る
が
、
循
吏
列
伝
は
貨
幣
の
統
一
そ
の
も
の
は
前
提
と
し
た
上
で

、
、

重
幣
へ
の
切
替
を
非
と
す
る
。
な
お
、
後
者
が
楚
荘
王
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ

、
、

、

れ
る

。）

井
上

了
（
い
の
う
え
・
り
ょ
う
）

。

。

。

一
九
七
三
年
生
ま
れ

大
阪
大
学
医
学
部
附
属
病
院
主
任

専
門
は
中
国
伝
世
資
料

論
文
「

孝
経
』
各
章
の
字
数
に
関
す
る
試
論

（

集
刊
東
洋
学
』
第
一
二
六
号
、
二
〇

『

」
『

）
、「
『

』

」（
『

』

、

）
、

二
二
年

礼
記

経
解
篇
の
脱
簡
に
つ
い
て

汲
古

第
八
〇
号

二
〇
二
一
年

「
太
史
公
が
見
た
『
孟
子
書
』
の
冒
頭
章
を
め
ぐ
っ
て

（

新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』

」
『

第
七
二
号
、
二
〇
二
一
年

「

春
秋
公
羊
伝
』
の
「
成
立
時
期
」
に
つ
い
て

（

中
国

）
、
『

」
『

研
究
集
刊
』
第
六
七
号
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。


